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花粉症対策として企業ができることを考え

る 

 

◆今年も花粉症シーズンが到来 

３月に入ってスギ花粉の飛散がピークを迎える

など、花粉症シーズン真っただ中です。スギ花粉

は２月～４月頃に飛散し、2025 年の飛散量は

2024 年より増える見込みとなっています。社内

でも、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった花粉

症の症状に悩まされている社員は多いのではな

いでしょうか。 

 

◆国による取組み 

 環境省・厚生労働省が作成しているパンフレッ

トでは、花粉を避けるために、顔にフィットするマ

スク、メガネの装着、花粉飛散の多い時間帯（昼

前後と夕方）の外出を避けること、外出を避ける

ためのテレワークの活用検討を呼びかけていま

す。 

政府は、労働生産性の低下にも影響する花粉

症予防のための対策として、花粉曝露を軽減す

る柔軟な働き方等、企業等による従業員の花粉

曝露対策を推進する仕組みの整備に取り組ん

でおり、国民病ともいわれる花粉症への対策は

企業としても関心を持ちたいテーマとなっていま

す。 

 

◆企業ができること 

経済産業省「健康投資ワーキンググループ」の

資料で示された令和５年度の健康経営度調査

回答結果によれば、職場における花粉症対策へ

の支援として、「空気清浄機の設置」、「対症療

法（服薬など）に対する補助・支援（通院や薬の

購入への補助等）」、「花粉症に関するセミナー

等教育の実施（薬の飲み方、副作用への理解

等）」、「花粉症に合わせた柔軟な働き方（花粉

飛散量が多い日の在宅勤務を推奨する等）」が

挙がっています。 

 大規模法人で実施されている例が多いですが、

自社において実施可能な対策を検討していくこ

とで社員満足度の向上にもつながることが期待

されます。 

 

【環境省・厚生労働省パンフレット「花粉症対策 

スギ花粉症について日常生活でできること」】 

https://www.env.go.jp/content/000194676.pdf 

 

「マイナ免許証」がはじまります 

 

◆マイナンバーカードと運転免許証が一体化 

 2025年３月 24日から、マイナンバーカードと運

転免許証および運転経歴証明書の一体化が開

始されます。 

 一体化の手続きができる施設は、一体化のみ

を行うのか免許更新と併せて行うかなどにより

異なります。予約方法も手続内容により異なりま

すので、警視庁ホームページなどで確認しましょ

う。 

 

◆一体化後の保有形態 

 運転免許証のみを保有、今の運転免許証を返

納してマイナ免許証のみを保有、マイナ免許証

と運転免許証の２枚を保有、のいずれも可能で

す。 

 ただしマイナ免許証のみの場合は、国外運転

免許証を申請する際に、渡航先の国により従来

の運転免許証が必要になる場合があります。 

 

◆マイナ免許証のメリット 

 マイナ免許証を保有していている人が必要な

手続きを行うと、更新の際に受講する講習をオ

ンラインで受講でき、更新にかかる時間も短縮さ
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れます。 

更新手数料は、運転免許証のみは 2,850 円、マ

イナ免許証のみは 2,100 円、２枚所持は 2,950

円です。講習手数料は、会場受講の場合、優良

500 円、一般 800 円に対し、オンライン受講は

200 円です。 

 また、マイナ免許証のみを保有している人が必

要な手続きを行うと、本籍・住所・氏名および生

年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出

は不要となります。 

 

◆注意事項 

 マイナンバーカードの有効期限は、18 歳以上

は 10 年、18 歳未満は５年とされていますが、マ

イナ免許証の有効期間は異なります。この有効

期間はマイナンバーカードの券面には表記され

ず、マイナポータル等で確認するため、失効に注

意が必要です。 

 

【警視庁「マイナンバーカードと運転免許証の一

体化について」】 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menky

o/oshirase/individual_number.html#cmsEAC08 

 

従業員が認知症になったときの若年性認

知症コーディネーターへの相談・サポート

依頼 

 

◆従業員が認知症になったら… 

60 歳未満で認知症を発症した場合を若年性

認知症といい、その多くは 50 歳代で発症するよ

うです。従業員が認知症を発症した場合、会社

はどう対応してよいか苦慮することもあるようで

すが、環境を整えることで働き続けることが可能

になります。 

その際、相談に乗り、サポートしてくれるのが若

年性認知症コーディネーターです。 

 

◆職場の負担軽減本人の就労継続につながる 

若年性認知症コーディネーターは、医療関係

者や障害者就労支援関係者、治療と仕事の両

立支援関係者、行政等の支援機関などの支援

の専門家と連携体制を構築し、職場（上司・同

僚・産業医など）と本人（・家族）からの相談に中

立的に応じ、サポートしてくれます。 

具体的には、医療機関の受診への同行、状

況に応じた適切な制度やサービスの情報提供、

手続きのサポートなどです。従業員が認知症か

もしれない、どのような業務が安全にできるの

か？ 対応方法、接し方がわからない、といった

企業からの悩み・相談にも対応してくれます。支

援コーディネーターの活用は、職場の負担軽減、

本人の就労継続につながるのです。 

なお、コーディネーターは、国の認知症施策の

中で全国に配置が進められ、都道府県などから

委託を受け、無料で支援業務を行っています。

匿名での相談にも対応してくれますし、また、認

知症かな？と疑われる時期から相談にのってく

れます。 

まずは＜若年性認知症コールセンター＞0800-

100-2707(通話無料）に相談してみてください。 

 

◆就労継続や経済面で利用可能な制度・サー

ビス 

 従業員本人は、精神障害者保健福祉手帳の

取得、傷病手当金、自立支援、医療、障害年金

の受給等が考えられます。会社は、障害者雇用

枠での雇用や助成金の活用を検討します。 

 

【厚生労働省「若年性認知症の従業員とともに

働く（企業向け）」】 

https://y-ninchisyotel.net/wp-

content/uploads/coordinator2020.pdf 

 

厚生労働省が「男女間賃金差異分析ツー

ル」を公開しました 

 

◆日本における男女間賃金差異 

 日本における男女間の賃金格差は長期的に

みると縮小傾向にありますが、それでも国際的

にみるといまだに大きいというのが現状です。具

体的にいうと、男性のフルタイム労働者の賃金

の中央値を 100 とした場合の女性のフルタイム

労働者の賃金の中央値は、日本は 78.7 である

のに対し、ＯＥＣＤ諸国の平均値は 88.4 となって

います（「男女共同参画白書 令和６年版」より）。 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html#cmsEAC08
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◆政府の施策 

 こうした状況に対処するため、政府は法制度の

改正や資料の作成、情報発信などを行っていま

す。令和４年７月８日には、女性活躍推進法に

関する制度改正が行われ、常時雇用する労働

者が 301 人以上の一般事業主に対して「男女の

賃金の差異」の公表が義務づけられました（当

該項目は新設の開示項目）。なお、開示対象企

業を、非上場を含む従業員数 101 人以上の企

業とすることが検討されています。 

 

◆「男女間賃金差異分析ツール」 

 政府は３月３日、企業における男女間賃金差

異の課題・要因分析を支援するため、簡易な要

因分析ツールである「男女間賃金差異分析ツー

ル」を公表しました。同ツールは Excel で作成さ

れており、厚生労働省のホームページからダウ

ンロードすることで利用できます。画面の指示に

沿って自社の従業員の給与情報等を入力する

ことで、男女間の賃金差異、その要因に関する

数値、同業他社との平均値の比較などを分析す

ることができます。ほかにも、役職を持つ女性の

割合や勤続年数についての分析もできます。ま

た、「活用パンフレット」も公表されており、分析

結果に基づく課題別の目標・取組みの設定方法

や、「一般事業主行動計画」への活用方法など

が解説されています。 

 

 厚生労働省の「女性活躍推進法特集ページ」

には、関連する制度改正や政府の取組み・好事

例集などがまとめられているので参考になります。

また分析ツールは Excel ですぐにダウンロードで

き、数値を入力していくことで自動的に分析がで

きるので是非試しに利用してみるとよいでしょう。 

 

【厚生労働省「「男女間賃金差異分析ツール」を

公開しました」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53416.ht

ml 

 

【厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/0000091025.html 

当事務所よりひと言  

 

 ルヴァン杯 1回戦 FC大阪対ジュビロ磐田戦を

観に花園ラグビー場に行って参りました。FC 大

阪は 20年くらい前に自分が勤務していた会社の

社長と上司等が草サッカーチームから J リーグ

まで育てあげたチームです。社長は J 昇格前に

急逝されましたが元上司は現在も専務取締役と

してチーム運営に関わっています。試合前に元

上司に挨拶しラグビ場周辺を見学させてもらい

ました。試合は開始早々の前半 2 分にジュビロ

磐田が先制するも FC 大阪も食い下がり前半 22

分に追いつく。同点になってからは FC 大阪が勢

いを得て、立て続けに惜しい場面を作るも決定

機を得点につなげることができず。逆に磐田は

後半 7分に再び勝ち越し、勝負を決めました。試

合には負けましたがかっての Jリーグ王者だった

チームにここまで食い下がり満足の試合内容で

した。ルヴァン杯では初戦敗退でしたが J3 リー

グでは 7 節を終了して首位を快走中なのでこの

調子を持続し J2 昇格を是非勝ち取って欲しいも

のです。 
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